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第１ 総論                      

１．目的 

我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化を

踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を

図るため、次世代育成支援対策に定める、蓮田市職員の行動計画を策定し、次世代育

成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずることを目的とし

ます。 

 

２．計画期間 

 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の計画期間は、平成１７年

度から平成２６年度までの１０年間（前期・後期に区分）の時限立法であるため、本

計画は、平成２７年３月３１日までを計画期間とします。 

 

３．計画の推進体制 

① 各部局における職員を構成員とした特定事業主行動計画推進委員会の機能を

活かし、計画的かつ効果的な取組を推進します。 

② 次世代育成支援対策に関する職員（本人・上司・同僚）の意識改革及び職場の

雰囲気づくりのための研修・講習、情報提供等を実施します。 

③ 育児を行う職員の仕事と育児の両立支援制度活用についての相談・情報提供等

を適切に実施するため、職員による相談体制を整えます。 

④ この計画の趣旨や既存制度内容等を整理したハンドブックの作成、配布等によ

り、全職員への周知徹底を図ります。 

 

第２ 具体的な取組内容                

１．職員の勤務環境に関すること 

（（（（1111））））妊妊妊妊娠娠娠娠中中中中及及及及びびびび出出出出産産産産後後後後ににににおおおおけけけけるるるる配配配配慮慮慮慮    

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、出産
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費用の給付等の経済的な支援等について周知徹底を図ります。 

② 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直し等適切な時期に必要な

措置を行います。 

③ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望により、時間外勤務を原則として命じな

いこととします。 

④ 妊娠中の職員に対する通勤用駐車場の確保に配慮します。 

 

 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得や早出遅出勤務

を奨励します。 

 

① 育児休業等制度の周知徹底 

ア 育児休業等に関する資料を各課に配布し、制度の周知を図るとともに、特に

男性職員の育児休業の取得促進について職場全体で支援します。 

イ 育児休業等に関する質疑応答集を作成し、育児休業の取得手続や経済的な支

援等について情報提供を行います。 

ウ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度手続きについて説明を

行います。 

② 育児休業等の体験談に関する情報提供 

育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの情報 

提供を行います。 

③ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

育児休業等の制度の趣旨を徹底することにより、職場の意識改革を行うととも

に、育児休業等の取得の申し出があった場合、当該部署において、業務分担の見

直しを行います。 

④ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業中の職員に対して、研修案内、広報誌及び通達等の送付を行います。 

⑤ 育児休業等に伴う臨時的任用制度等の活用 

課内の人員配置によって、育児休業等中の職員の業務遂行することが困難なと

きは、臨時的任用制度等の活用による適切な代替要員の確保を図ります。 

⑥ その他 
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早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育園送迎等を行

う職員に配慮して勤務時間を割り振るなど、職場を挙げてお互い助け合い支え合

えるよう努めます。 

  

◎◎◎◎    数値目標数値目標数値目標数値目標    

・・・・育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得率取得率取得率取得率    

前期前期前期前期：：：：男性男性男性男性    30303030％、％、％、％、女性女性女性女性    １００１００１００１００％％％％（（（（実績実績実績実績：：：：男性男性男性男性        ００００％、％、％、％、女性女性女性女性    １００１００１００１００％）％）％）％）    

後期後期後期後期：：：：男性男性男性男性    10101010％、％、％、％、女性女性女性女性    １００１００１００１００％％％％    のののの達成達成達成達成    

・・・・子子子子どものどものどものどもの出生時出生時出生時出生時におけるにおけるにおけるにおける父親父親父親父親のののの休暇休暇休暇休暇日数日数日数日数    

配偶者出産休暇配偶者出産休暇配偶者出産休暇配偶者出産休暇（（（（2 2 2 2 日日日日））））及及及及びびびび男性育児休暇男性育児休暇男性育児休暇男性育児休暇（（（（5 5 5 5 日日日日））））のののの合計合計合計合計７７７７日日日日のののの取得取得取得取得    

 

① ３歳未満の子のある職員の時間外勤務の免除の制度について周知します。 

② 小学校就学始期に達するまでの子どもを持つ職員の深夜勤務及び時間外勤務

の制限の制度について、周知徹底を図ります。 

③ 定時退庁日を設定（毎週水曜日をノー残業デー）し、庁内放送及び電子メール

等による注意喚起を図るとともに、部・課長による定時退庁の率先垂範を行いま

す。 

④ 毎月１９日を育児（１９）の日とし、定時退庁することを検討します。 

⑤ 事務の簡素合理化の推進 

ア 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討

の上実施し、併せて既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるもの

は廃止します。 

イ 業務内容を点検し、事務処理の簡素化、不要不急業務の整理等業務の見直し

を積極的に進めます。 

⑥ 時間外勤務の縮減のための意識改革 

ア 所属長は、職員の在庁状況等を把握し、職員の業務遂行が円滑かつ効率的に

実施されるよう必要に応じ指導、助言を行うとともに、併せて時間外勤務が多

い職員の健康管理に十分留意します。 

イ 人事担当は、各課ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の

状況を把握して所属長に報告し、職場体制の再点検及び所属長の時間外勤務に

関する認識の徹底を図ります。 

ウ 時間外勤務の多い職員に対する健康面における配慮を行います。 
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エ 職員一人ひとりが、常に業務の効率化を図り、時間外勤務の縮減に努めます。 

    

◎◎◎◎    数値目標数値目標数値目標数値目標    

前期前期前期前期：：：：時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの年間一人当年間一人当年間一人当年間一人当たりのたりのたりのたりの時間数時間数時間数時間数はははは１１１１６６６６６６６６時間程度時間程度時間程度時間程度（（（（実績実績実績実績））））    

後期後期後期後期：：：：前期前期前期前期にににに引続引続引続引続きききき、、、、各職員各職員各職員各職員１１１１年間年間年間年間のののの時間外勤務時間数時間外勤務時間数時間外勤務時間数時間外勤務時間数についてについてについてについて、、、、人事院規則等人事院規則等人事院規則等人事院規則等    

がががが定定定定めるめるめるめる上限目安時間上限目安時間上限目安時間上限目安時間    ３６０３６０３６０３６０    時間時間時間時間のののの達成達成達成達成    

 

① 休暇の取得の促進 

定期的に休暇の取得促進を周知徹底させ、職場の意識改革を行います。 

② 連続休暇等の取得の推進 

所属長は、次に掲げる連続休暇の取得について、職員の指導、応援体制の整備

等に努めるとともに、自らも進んで連続休暇等の取得に努めます。 

ア 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー、ハッ

ピーフライデー」の連続休暇 

イ 国民の祝日や夏季休暇とあわせた１週間以上の連続休暇 

ウ ゴールデン・ウィーク等の期間における連続休暇 

    

◎◎◎◎    数値目標数値目標数値目標数値目標    

前期前期前期前期：：：：職員職員職員職員１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり休暇取得日数休暇取得日数休暇取得日数休暇取得日数    年間年間年間年間１２１２１２１２．．．．３３３３日日日日（（（（実績実績実績実績））））    

後期後期後期後期：：：：前期前期前期前期にににに引続引続引続引続きききき、、、、職員職員職員職員１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり休暇取得休暇取得休暇取得休暇取得日数日数日数日数    年間年間年間年間１４１４１４１４日日日日    

 

③ 子どもの看護を行うための特別休暇の活用 

子の看護休暇を周知するとともに、職員が安心して休暇が取得できるよう職場

全体で支援を行います。 

 

◎◎◎◎    数値目標数値目標数値目標数値目標    

前期前期前期前期：：：：子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇をををを希望希望希望希望するするするする職員職員職員職員にににに対対対対しししし１００１００１００１００％％％％付与付与付与付与（（（（実績実績実績実績））））    

後期後期後期後期：：：：前期前期前期前期にににに引続引続引続引続きききき、、、、子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇をををを希望希望希望希望するするするする職員職員職員職員にににに対対対対しししし100100100100％％％％付付付付

与与与与    
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① 各年齢層に対して、研修や情報提供を通じた意識啓発を行います。 

② 蓮田市職員ハラスメントの防止等に関する要綱（平成21年4月24日施行）の

周知徹底を図ります。 

③ 固定的仕事分担の役割の見直しについて周知徹底を図ります。 

 

2 その他の次世代育成支援対策に関する事項 

① 庁舎の現状、施設利用者の実情等を踏まえ、乳幼児と一緒に安心して利用でき

るトイレやベビーベッドの設置等（赤ちゃんの駅）を計画的に行います。 

② 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面

でのバリアフリーの取組を推進します。 

 

① 子どもの体験活動等の支援 

ア 職員が地域における子育て活動に積極的に参加することを支援します。 

イ 所属長は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

ウ 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供します。 

② 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

ア 交通安全について周知徹底を図ります。 

イ 交通安全講習会の実施や、専門機関等による安全運転に関する研修を行いま

す。 

③ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的

な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支

援します。 

 

職員に対し、家庭教育に関する講座、講演会等の実施や情報の提供に努めます。 
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第３ 参考資料                            

 

１１１１．．．．前期計画前期計画前期計画前期計画のののの実績実績実績実績        

               【】内は、1 人当たりの取得可能日数 

配偶者の出産休暇 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

取得者数（人） 4 3 4 4 4 4 

取得日数（日） 7 5 6 7 4 7 

１人当たり【2 日】 1.8 1.7 1.5 1.8 1.0 1.8 

       

父親の育児参加休暇 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

取得者数（人） 4 2 4 4 4 3 

取得日数（日） 12.9 6.0 11.5 9.5 5.0 11.0 

１人当たり【5 日】 3.2 3.0 2.9 2.4 1.3 3.7 

       

子の看護休暇 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

取得者数（人） 8 9 8 10 9 10 

取得日数（日） 27.0 25.8 32.6 30.1 16.1 29.1 

１人当たり【5 日】 3.4 2.9 4.1 3.0 1.8 2.9 

※2 人以上を看護の場合は【10 日】     

年次休暇 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 

１人当たり【20 日】 12.3 12.3 12.8 12.5 11.4 11.4 

※年次休暇の実績は暦年      

育児休業 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

新規取得者数（人） 9 9 4 7 6 4 

取得者総数（人） 18 21 21 18 19 20 

※育児休業者は全員女性 

部分休業 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

新規取得者数（人） 2 3 3 6 3 4 

取得者総数（人） 3 5 8 10 10 14 

※部分休業者は全員女性 
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育児短時間勤務 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

新規取得者数（人） － － 0 2 1 3 

取得者総数（人） － － 0 2 3 4 

※育児短時間勤務取得者は全員女性 

時間外勤務 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

月１人当たり（時間） 10.5 12.9 15.7 14.6 15.4 14.7 

年 1 人当たり（時間） 126.0 154.8 188.4 175.2 184.8 176.4 

 

２２２２．．．．前期前期前期前期計画策定計画策定計画策定計画策定（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年５５５５月月月月））））以降以降以降以降にににに新設新設新設新設、、、、改正等改正等改正等改正等があったがあったがあったがあった

当該計画当該計画当該計画当該計画にににに関連関連関連関連するするするする主主主主なななな制度制度制度制度        

 

１１１１    育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度        

（１）育児短時間勤務制度の新設（平成１９年１０月１日）  

職員が当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日

につき３時間５５分から７時間４５分、１週間につき１９時間２５分から２４

時間３５分の範囲内で希望する日及び時間帯で勤務することができる育児短

時間勤務制度を新設しました。  

 

（２）部分休業の対象とする子の年齢要件の引上げ（平成１９年１０月１日）  

部分休業の対象とする子の年齢要件を、３歳未満から小学校就学の始期に達

するまでに引上げました。  

 

（３）育児休業等に対する要件の緩和（平成２２年６月３０日）  

配偶者が育児休業等（育児休業、育児短時間勤務又は部分休業）をしている

場合又は常態として子を養育できる場合は、育児休業等をすることができない

ことになっていましたが、配偶者の育児休業等の取得の有無や就業の有無の状

況にかかわりなく、就学前の子を養育する職員は育児休業等をすることができ

るよう要件が緩和されました。  

 

（４）「産後パパ育休」の新設（平成２２年６月３０日）  

育児休業の取得は原則１回であり、配偶者の疾病等により子の養育に支障が



 8 

 

 

生じる等の特別の事情がある場合を除き、再度の育児休業の取得はできないこ

とになっていましたが、子の出生の日から５７日以内に最初の育児休業（産後

パパ育休）をした男性職員は、特別の事情がなくても、再び育児休業をするこ

とができる制度を新設しました。  

 

① 子の出生の日から５７日間（出生の日＋妻の産後８週間）の期間内に、  

② 当該子について、  

③ 最初の育児休業を開始し、かつ、終了した場合で、  

④ 最初の育児休業の次の育児休業の承認を請求するとき、最初の育児休業が

「産後パパ育休」となり、特別の事情がなくても、「産後パパ育休」の対象で

あった同じ子について、再び育児休業をすることができます。 

  

（５）再度の育児休業をすることができる特別の事情に該当する要件の緩和（平成

２２年６月３０日）  

職員が育児休業等計画書を提出して、その配偶者と交互にそれぞれ３か月以

上育児休業等（部分休業を除く。）をする場合に、それぞれ３か月以上育児休

業等をした後に、再度の育児休業等をすることができるのは特別の事情の場合

に認められていましたが、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわら

ず、職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児休業を取得した後３か月以

上経過した場合は、再度の育児休業等をすることができることになりました。  

    

２２２２     時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの制限等制限等制限等制限等にににに関関関関するするするする制度制度制度制度  

（１）時間外勤務に対する免除の新設（平成２２年６月３０日）  

３歳に満たない子のある職員がその子を養育するために、時間外勤務の免除

を請求した場合には、災害や請求をした職員の業務処理が著しく困難となる場

合等を除いて、時間外勤務をさせてはならないという制度を新設しました。  

 

（２）時間外勤務の軽減を請求することができる職員の拡充（平成２２年６月  

３０日）  

小学校就学までの子を養育する職員について、配偶者が常態としてその子を

養育することができる場合は、時間外勤務の軽減を請求することができないと

されていましたが、配偶者の就業等の状況にかかわらず、１月について２４時

間、１年について１５０時間を超える時間外勤務をさせないよう制限できるこ
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とになりました。  

なお、蓮田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１５条第１項に

規定する要介護者を介護する職員についても、配偶者の就業等の状況にかかわ

らず、同様の時間外勤務の軽減を請求できることになりました。  

 

３３３３     特別休暇制度特別休暇制度特別休暇制度特別休暇制度        

（１）配偶者出産休暇の取得事由の拡大（平成１７年７月１日）  

職員が妻の出産に係る入院又は退院の際に付き添う場合に加えて、出産時の

付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等をする場合も、休暇を取

得できることになりました。  

 

（２）男性職員の育児参加のための休暇の新設（平成１７年７月１日）  

職員が妻の出産前６週間、後８週間の期間中に、出産に係る子又は上の子（小

学校就学前）の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、

当該期間内の５日の範囲内において休暇を取得できる制度を新設しました。  

 

（３）子の看護休暇  

① 取得要件の拡大（平成２２年６月３０日）  

職員が養育する小学生以下の子を看護する場合に加えて、予防接種や健康診

断を受けさせるために付き添う場合にも休暇を取得できることになりました。 

② 取得日数の拡大（平成２２年６月３０日）  

職員が養育する小学生以下の子が２人以上の場合は、取得日数の上限を年間

５日から１０日に拡大することにしました。  

 

（４）短期介護休暇の新設（平成２２年６月３０日）  

職員が蓮田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１５条第１項に

規定する日常生活を営むうえで支障がある者（※要介護者）に対し、介護、通

院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の

必要な世話を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、年

間５日（要介護者が２人以上の場合は１０日）を上限として休暇を取得するこ

とができる制度を新設しました。  

※ 要介護者の範囲（介護休暇と同じ。）  

① 同居、別居を問わない者  
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配偶者（内縁関係にある者を含む）、父母、子又は配偶者の父母  

② 同居を条件とする者  

祖父母、兄弟姉妹又は職員や配偶者との間において事実上父母や子と同様の

関係にあると認められる者で次に掲げる者  

ア 父母の配偶者  

イ 配偶者の父母の配偶者  

ウ 子の配偶者  

エ 配偶者の子  

オ 孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る。）  

    

４４４４     介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度  

休暇の請求期限の緩和等（平成１７年７月１日）  

① 家族の急な発病など、介護を必要とする状況が突発的に発生した場合に職員 

が介護休暇を取得できるよう、当該休暇の請求期限を「１週間前」から「あらか

じめ」に緩和しました。  

② 従来、任命権者が請求期間の全期間について速やかに決定しなければならな

かった介護休暇に係る承認の可否について、請求期間のうち、請求日から１週

間以内の期間については速やかに承認の可否を決定し、請求日から１週間経過

後の期間については請求日から１週間以内に決定できることにしました。 

 

 


